
                                      

 

 

高槻市では、ごみ減量化の一環として、高槻市内に生ごみ堆肥化容器を設置される方を対象に、

費用の一部を補助しています。補助を受けるには、生ごみ堆肥化容器の購入前に申請が必要です。 

 
 ＜対象となる容器＞ 

生ごみの堆肥化を目的とする容器。 

※屋内型、屋外型ともに補助金の対象ですが、電動の生ごみ処理機は対象外です。 

※対象となる容器等の数は１世帯につき、２基までです。 

※「交付決定通知」後に購入する容器が補助対象です（それ以前の購入品は対象外）。 
 

＜補助金額＞ 

容器１基につき、容器の購入費用の２分の１の額を補助します（１００円未満の端数切り捨て）。 

補助金額の上限は容器１基につき、４，０００円です。 
 

＜補助金交付申請手続きの流れ＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  高槻市市民共創部資源循環推進課（ＴＥＬ：０７２－６６９－１８８６） 

〒５６９－００２１ 高槻市前島３丁目８番１号 エネルギーセンター内 

生ごみ堆肥化容器等設置補助金のご案内 

「申請書」の提出 

購入する容器の販売価格を確認

のうえ、補助金交付申請書を資

源循環推進課に提出してくださ

い。（ＴＥＬ：６６９－１８８６） 

受付：５月１日～翌年１月３１日 

「交付決定通知」を受け取る 

申請内容の審査を行い、承認さ

れると、資源循環推進課から補

助金交付決定の通知が届きま

す。 

「請求書」「領収書」「通帳のコピー」の提出 

補助金交付請求書、領収証の原本、通帳（振込

先口座の情報）のコピーを提出してください。

領収書には、申請者名（フルネーム）、商品名（型

式番号）、本体価格（送料等は対象外）、購入日、

販売店の記載が必要です。 

補助金の振り込み 

請求書に記載された銀行口座

に補助金が振り込まれます。口

座名義は申請者名と同じにし

てください。 

生ごみ堆肥化容器の購入 

商品を購入してください。領収

書を必ず受け取ってください。

決定通知書の到着後、２週間を

目安に購入してください。 

＜注意事項＞ 

・申請前に市ホームページで詳細をご確認ください。 

・各書類は、同一申請者名を記載してください。各書類の上部に捨署名、又は捨印をお願いします。 

・修正液、修正テープは使用しないでください。誤字は、見え消し（２本線）で訂正してください。 


